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基準内賃金

（エルダー社員は基本賃金）の

職場のたたかいによって 

年末手当の支給額として 

「過去最高額」 
算出基礎となる基準額については 

継続議論！！ 

業績・物価上昇分の配分である年末手当の 

本来の在り方を堅持しよう！！ 


